
    神奈川県弁護士会主催  

働き方改革に関する法改正の概要 
～同一労働同一賃金を中心に～ 

開催日時 ： ２０１８年１１月２９日（木） 開場１４：３０ 

【労務管理に関するセミナー】 

【弁護士による法律相談】 

１５：００～１６：３０ 

１７：００～１８：００ 

開催会場 ： 神奈川県弁護士会館 ５階大会議室 
          （横浜市中区日本大通 9番地） 

 

【主催】 

神奈川県弁護士会 

 

【後援】 

公益財団法人神奈川産業振興センター（KIP） 

公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC） 

横浜商工会議所 

神奈川県社会保険労務士会 

一般社団法人神奈川県中小企業診断協会 
 

交通案内 
◆ＪＲ関内駅南口より徒歩１０分 

◆ブルーライン関内駅１番出口 

より徒歩１０分 

◆みなとみらい線日本大通り駅 

１番出口より徒歩１分 

 

※当会には駐車場がございません。 

公共交通機関をご利用いただくか、 

周辺の有料駐車場をご利用ください。 

 

【問合せ先】 神奈川県弁護士会 総合法律相談センター          2018.10 5000  

横浜市中区日本大通９番地 TEL：０４５－２１１－７７００ 

本年６月１日の最高裁判決を素材として 

「同一労働同一賃金」を中心に 

働き方改革の概要を解説します。 
セミナー講師：弁護士 狩倉 博之（神奈川県弁護士会所属） 

参加費無料・法律相談料無料 



 

【神奈川県弁護士会主催】 
２０１８年１１月２９日（木） 

労務管理に関するセミナー＆法律相談会 
 参加申込書(先着順受付)  

参加ご希望の方は、当申込書をＦＡＸまたは郵送にてお申込ください。 

当会ホームページからもお申込できます。 
 

ＦＡＸ：   ０４５－２１２－０３３３ 

郵送：〒231-0021 横浜市中区日本大通９番地 

神奈川県弁護士会 総合法律相談センター 宛 

 
 

セミナー 参加を申し込みます 

法律相談 

いずれかに○を 

してください 

下記時間帯で申し込みます 

① １７：００～ 

② １７：３０～ 

③ どちらでもよい 

希望しません 

会社名   

ふりがな 
お名前 

 

 

電話番号  

法律相談をご希望された方には，予約結果を平日 9：00～17：00に弁護士会職員からお電話でご連絡します 

 

※ 参加費は，セミナー・法律相談ともに無料です。 

※ 先着順の事前予約制です。法律相談は定員８名に達し次第，締め切らせていただきます。 

※ セミナー参加者のみ法律相談会に参加できます。法律相談会のみの参加はできません。 

※ 法律相談の相談内容は，労務管理に関するものに限らせていただきます。 


